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（趣旨）（趣旨）（趣旨）（趣旨）    

 第１条 この要領は、宇部市有機農業推進計画に基づき、有機農業者を登録するために 

必要な事項を定めるものである。 

 

（定義）（定義）（定義）（定義）    

第２条 有機農業者とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺

伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷を

できる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業に取り組む者とする。 

 

（（（（申請申請申請申請者者者者））））    

第３条 第１条の規定による登録申請をすることのできる者は、宇部市に住所を有し、

販売を目的とした農産物の生産を行い、前条に規定する有機農業に取り組む者とす

る。ただし、「有機農産物の日本農林規格」別表１の肥料及び別表２の農薬につい

ては使用することが可能とする。 

 

（（（（申請）申請）申請）申請）    

第４条 宇部市有機農業者にかかる登録（以下「登録」という。）の申請をする者

は、原則として有機栽培等を開始する前に申請書および栽培管理状況（計画）を

提出するものとする。登録後、登録内容に変更が生じた場合は再度申請書を提出

するものとする。 

 

（報告）（報告）（報告）（報告）    

第５条 登録の申請を行った者は、市からの求めがあった場合には提出するものと

する。 

 

（審査（審査（審査（審査））））    

第６条 登録申請若しくは、栽培管理状況の提出が行われたときは、市は速やかに

内容の審査を行うものとする。その際、市は有機農業に関して知識や経験を有す

る農業者等に助言を求めることが出来る。 

 

（現地調査）（現地調査）（現地調査）（現地調査）    

第７条 市は、登録申請に係るほ場等の現地調査を必要に応じて行う。 

２ 申請者は調査への立ち会い、書類の説明等について協力しなければならない。 

 



（（（（登録登録登録登録及び期間及び期間及び期間及び期間））））    

第８条 第６条及び前条による確認後、適当と認められる場合においては、申請者

に対し、登録証の交付を行うものとする。 

 

（（（（表示表示表示表示））））    

 第９条 農産物の表示については、従来の法律や認証制度に基づくものとし、この

登録制度によって新たな表示を可能にするものではない。 

 

（罰則規定）（罰則規定）（罰則規定）（罰則規定）    

第１０条 申請、栽培管理状況等における虚偽記載等を認めた場合には、登録を取

り消すとともに、取り消しの日から３年間、当該者の登録を行わないものとする。 

 

（（（（その他）その他）その他）その他）    

第１１条 この要領に定めるもののほか、登録に必要な事項は別に定める。  

 

 

附 則  

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和３年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考）

 

 

 



 

 



 


